
情報ホットラインワイド版 町民の皆さんにお知らせしたい情報をドンと
拡大して掲載しています。
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軽
自
動
車
税

平
成
27
年
度
か
ら
税
率
の
改
正

　

地
方
税
法
な
ど
の
改
正
に
伴
い
、
平
成

27
年
度
分
か
ら
軽
自
動
車
税
の
税
額
を
改

正
し
ま
す
。
表
1

　

軽
四
輪
な
ど
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て

は
、
グ
リ
ー
ン
化
を
進
め
る
た
め
、
平
成

28
年
度
以
降
に
新
規
登
録
か
ら
13
年
経
過

し
た
車
は
増
額
さ
れ
ま
す
。

法
人
住
民
税

法
人
税
割
の
税
率
の
改
正

　

地
方
自
治
体
間
の
税
源
の
偏
在
性
を
是

正
し
、財
政
力
格
差
の
縮
小
を
図
る
た
め
、

平
成
26
年
10
月
1
日
開
始
事
業
年
度
分
か

ら
法
人
住
民
税
の
法
人
税
割
の
一
部
を
国

税
化
（
法
人
税
額
の
4
・
4
㌫
を
地
方
法

人
税
と
し
て
徴
収
）
し
、
地
方
交
付
税
の

原
資
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
法
人
住

民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
を
引
き
下
げ
ま

す
。
表
2

個
人
住
民
税

優
良
住
宅
地
の
造
成
な
ど
の
た
め
に
土
地

な
ど
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得

に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
を
3
年
間

延
長

　

昭
和
63
年
度
〜
平
成
26
年
度
を
、
昭
和

63
年
度
〜
平
成
29
年
度
ま
で
延
長
。

肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る

町
民
税
の
課
税
の
特
例
を
3
年
間
延
長

　

昭
和
57
年
度
〜
平
成
27
年
度
を
、
昭
和

57
年
度
〜
平
成
30
年
度
ま
で
延
長
。

問　

税
務
課
課
税
第
一
係

　
　

☎
34
・
2
1
1
2

固
定
資
産
税

新
規
の
特
例
措
置
の
創
設
と
適
用
期
限
の

延
長

新
規
の
特
例
措
置
の
創
設

浸
水
防
止
用
設
備

　

浸
水
想
定
区
域
内
の
地
下
街
な
ど
の
所

有
者
、
ま
た
は
管
理
者
が
水
防
法
に
規
定

さ
れ
た
浸
水
防
止
計
画
に
基
づ
い
て
、
浸

水
防
止
用
設
備
を
購
入
し
た
と
き
。

取
得
期
間　

４
月
１
日
〜
平
成
29
年
３
月

31
日

対
象
資
産　

止
水
板
、
防
水
扉
、
排
水
ポ

車種区分 現行年税額
改定後年税額

平成 27年度 平成 28 年度以降

原動機付
自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円

平成 27年度と同額

50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円
90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円
ミニカー 2,500 円 3,700 円

小型特殊
農耕作業用 1,000 円 2,000 円
その他（フォークリフトなど） 4,700 円 5,900 円

軽二輪（125cc 超 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円
二輪の小型自動車（250cc 超） 4,000 円 6,000 円

軽自動車

四輪乗用
（5ナンバー）

営業用 5,500 円

注1

6,900 円

注2

8,200 円

注 3
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

四輪貨物
（4ナンバー）

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円
注 1　平成 27年 3月末までに新規登録した軽自動車は、平成 27年度以降も「現行年税額」を適用
注 2　 平成 27年 4月 1日以後に新規登録した軽自動車は、平成 27年度以降「改定後年税額（平成

27年度）」を適用
注 3　 平成 28年度以降において、新規登録日（初度検査年月）から 13年経過した軽自動車は「改

定後年税額（平成 28年度以降）」を適用

軽自動車税額一覧表 1

表 2 法人住民税の法人税割の税率の改正 現行 改正後
町民税 12.3% 9.7%
県民税 5.0% 3.2%
合計 17.3% 12.9%

税
制
改
正
に
よ
る
軽
自
動
車
税
・
法
人
住
民

税
な
ど
の
主
な
変
更
点

地
方
税
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

広報8月号.indd   16広報8月号.indd   16 14/07/18   18:1014/07/18   18:10



対　象

費　用

☎ 0744-32-2901
町役場の代表電話番号 税など 暮らし・環境 保険・年金 健康・福祉 子育て・教育

まちづくり 催し・講座 就職・募集 選挙 お知らせ
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定　員

　個人事業税の納付書は、第 1期分 ･ 第 2 期分をま
とめて同封しています。お間違いのないようご注意く
ださい。第 2期分の納付書は、納期まで保管し、納
期限（12月 1日㈪）までに納付してください。

第 1期分の納期限

第 2期分の納期限

9月1日㈪
12月1日㈪

奈良県桜井県税事務所からのお知らせ

個人事業税の納期内納付を
桜井県税事務所☎43-3131

※年税額が 1万円以下の場合は、第 1期分の納
期に全額を納付することになっています。
※第 1期分 ･ 第 2 期分をまとめて第 1期分の納
期限までに納付することもできます。
※コンビニエンスストアでの納付やペイジー（パ
ソコン・携帯・ＡＴＭからの納付）もできます。
※口座振替制度もご活用ください。申込は金融
機関で。

問　税務課徴収収納係☎ 34-2111

　町税などは納期限までに納付しましょう。
　町税などは自主的に納付していただくものです。納
期限までに納付しないと、納期限までに納めた人との
公平を保つため、本来の税額のほかに督促手数料・延
滞金もあわせて納めていただくことになります。

町税などの納期内納付を

8 月の納付（普通徴収分）

納期限 9月1日㈪
種 類 町県民税（第 2期分）　 国民健康保

険税（第 2期分）　 介護保険料（第 2
期分） 後期高齢者医療保険料（第 2
期分）

問　税務課徴収収納係☎ 34-2111

　この制度を利用すると、指定した金融機関の
口座から自動的に振り替えて納付されます。納
め忘れがなく、現金を持ち歩く必要もないため、
安全で便利です。
　利用手続きは、納期限の 1ヵ月前までにし
てください。
※口座振替（自動払込）制度による納付の場
合は、領収書は発行していません。引き落と
しの確認は、通帳の記帳によりお願いします。
なお、車検のある軽自動車税については、「継
続検査用証明書」を送付します。

安全で便利な口座振替（自動払込）制度

ン
プ
及
び
換
気
口
浸
水
防
止
機

特
例
率　

課
税
標
準
に
3
分
の
2
を
乗
じ

た
額

特
例
措
置
期
間　

５
年
度
分

ノ
ン
フ
ロ
ン
製
品

　

自
然
冷
媒
を
利
用
し
た
一
定
の
業
務
用

冷
凍
・
冷
蔵
機
器
を
購
入
し
た
と
き
。

取
得
期
間　

４
月
１
日
〜
平
成
29
年
３
月

31
日

対
象
資
産　

Ｃ
Ｏ
２
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
、
空

気
冷
凍
シ
ス
テ
ム

特
例
率　

課
税
標
準
に
4
分
の
3
を
乗
じ

た
額

特
例
措
置
期
間　

３
年
度
分

 

大
規
模
建
築
物
な
ど
の
耐
震
改
修
に
係

る
減
額
措
置
の
創
設

　

不
特
定
多
数
の
人
が
利
用
す
る
大
規
模

な
建
築
物
な
ど
で
、
地
方
公
共
団
体
が
耐

震
改
修
促
進
計
画
で
指
定
し
た
避
難
経
路

に
敷
地
が
接
す
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
を

行
っ
た
と
き
。

改
修
工
事
期
間　

４
月
１
日
〜
平
成
29
年

３
月
31
日

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
耐
震
基
準
に
適

合
す
る
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
）

特
例
措
置
期
間　

２
年
度
分
（
工
事
が
完

了
し
た
年
の
翌
年
度
か
ら
）

特
例
率　

対
象
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税

の
２
分
の
１（
１
年
度
分
改
修
費
用
の
２
・

５
㌫
ま
で
）

適
用
期
限
の
延
長

 　

公
共
の
危
険
防
止
の
た
め
に
設
置
さ
れ

た
施
設
、
ま
た
は
設
備
に
つ
い
て
、
適
用

期
限
を
２
年
延
長

汚
水
ま
た
は
廃
油
処
理
施
設

大
気
汚
染
防
止
法
の
指
定
物
質
排
出
抑

制
施
設

対
象
資
産　

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
溶

剤
を
使
用
す
る
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
機

に
係
る
活
性
炭
吸
着
回
収
装
置

土
壌
汚
染
対
策
法
の
特
定
有
害
物
質
排

出
抑
制
施
設

対
象
資
産　

フ
ッ
素
系
溶
剤
を
使
用
す
る

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
機
に
係
る
活
性
炭

吸
着
回
収
装
置

問　

税
務
課
課
税
第
二
係

　
　

☎
34
・
2
1
1
3
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